
４ 重点テーマ 

５ 補助金の金額 

２ 対象となる団体 

３ 対象となる主な活動 

１ 受付期間 

 

 

 

飯綱町では、住民の皆さんが自由な発想で、自主的かつ公益的なまちづくり活動を資金面で応援し
ます。もっと暮らしやすい地域にしたい、地域の伝統を将来に伝える活動がしたい、イベントを企画
して地域を盛り上げたいなど、皆さんが思い描くよりよい「まち」を実現するための一歩を踏み出し
てみませんか。 

事業を計画している団体の皆さんは、受付期間内に申請をお願いします。 
 

 

令和８年３月２日 (月) ～ 16 日 (月) ※期限厳守 
 
 

町内に在住、在学、または在勤の者５人以上で構成され、町内に活動拠点を有する団体 
 
 

（１）町民が自主的に実施する公益的なまちづくり事業 
（２）町民自らが実施するまちづくり事業に関する、企画、研究、計画策定を主たる目的とする事業 

※営利を目的とした事業、政治、宗教に関わる事業は対象となりません。 
※飲食費、構成員に対する謝礼、団体の経常的な経費（家賃等）等は補助対象経費となりません。 

 

 

町をあげて積極的に推進していく取り組みを「重点テーマ」として設定しています。 
重点テーマに該当する事業は、補助率及び補助限度額がかさ上げされます。 

 

重点テーマ 
① 子どもたちが元気に育つ町にする事業 
② 若者が主体的に実施する事業（メンバーの過半数が 29 歳以下で構成される団体の取組） 

③ 既存の団体が互いに連携して取り組む事業 
 

 
 

補助対象経費 
通常事業 重点テーマ該当事業 

補助率 補助限度額 補助率 補助限度額 

５万円未満 100％以内 ４万円 
100％以内 12 万円 

５万円以上 20 万円未満 80％以内 10 万円 

20 万円以上 100 万円未満 50%以内 20 万円 60%以内 24 万円 

100 万円以上 20％以内 50 万円 24％以内 60 万円 
  ※補助金の交付は、一つの事業につき原則として 3 回までとします。 
 

令和８年度 飯綱町まちづくり活動支援事業 
募集案内 



６ 申請方法 

７ 事業の採択 

８ 実施フロー図 

 

・申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、企画課窓口へ持参してください。 
・申請書類等は企画課窓口でお渡しするほか、町公式ホームページにも掲載しています。 
・受付終了後、すべての申請事業について事業内容のヒアリングを実施します。 

 

 

事業の採択は、交付要綱に基づき、自主性、公益性、発展性といった観点や計画の熟度等により
内容を審査し、予算の範囲において、効果の高い事業を優先して採択します。 

結果については、令和８年 5 月上旬に申請者へ通知する予定です。 
（※交付決定前に行った活動（経費）は補助対象となりません。） 
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③ ヒアリング 
事業内容についてヒアリングを実施 

地域のよさを見つけて、活かして、元気な町をつくろう! 
 飯綱町は、住民の皆さんが考える新しいまちづくり活動を積極的に応援します。 

事業についてご不明な点などがございましたら、お問い合わせください。 
ホームページ:https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/711.html 

飯綱町役場 企画課 企画係  電話２５３－２５１２ 

① 事業の募集 
・広報紙、ホームページにて募集案内 
・防災行政無線にてお知らせ ② 交付申請書の提出 

添付:収支予算書、構成員名簿 等 
【募集期間】 

３月２日（月）～16 日（月） 

④ 審査 

⑤ 採択・不採択決定 
決定通知書を送付します。 ⑥ 事業実施 

事業内容、予算等に変更が生じる場合
は、余裕をもってご相談ください。 

⑦ 実績報告書の提出 
添付:収支決算書、領収書、写真 等 

【提出期限】 
事業終了後 30 日以内または 3 月 31 日 

⑧ 交付額の確定 
 確定通知書を送付します。 

⑨ 交付請求書の提出 
⑩ 補助金の交付 


